
１．件名：運転期間に関する制度について 

 

２．日時：令和５年２月６日（月）10 時 30 分～12 時 00 分 

 

３．場所：原子力規制庁８階会議室 

 

４．出席者： 

原子力規制庁 

長官官房総務課 

 治係長 

長官官房総務課法令審査室 

 湯本室長、田中係長 

原子力規制部原子力規制企画課 

金城課長、中﨑課長補佐、湯澤課長補佐 

   原子力規制部実用炉審査部門 

    澤田補佐、河原崎係長 

経済産業省資源エネルギー庁 

電力・ガス事業部原子力政策課原子力基盤室 

 皆川室長 

 

５．要旨： 

〇 原子力規制庁からの求めに応じ、資源エネルギー庁より、令和５年通常国会

に提出を予定している各省協議中の「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制

の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案（仮称）」の内容に

ついて、説明を受けた。 

〇 原子力規制庁は、これらの説明を聞き置いて、面談を終了した。 

 

６．資料 

 なし 


